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＝育児休業関連の改正＝

作成日：2025.3.22

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

今回の育児介護休
業法等の改正は、
大変そうですね。
対策はどのように
進めていけば良い
のでしょうか？

育児介護休業法は、これまでも繰り返し改正が行われています。

直近の改正では、例えば右記にある
・産後パパ育休（出生時育児休業）
・育児休業の分割取得
等が行われています。

事業所の規程（育児介護休業規程）
がいつ頃整備されたものか、
まずは確認しましょう。

＜今月のQ＆A＞
・法改正に向けた事業所の対策

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶ ❸
従業員から、育児
休業や介護休業
の申出があった
場合、どのように
対応すべきでしょ
うか。

育児休業や介護休業は、企業規模に関わらず対象となる従業員は取得す
ることができますので、事業の繁忙や経営上の理由等により事業主が従
業員の休業を妨げることはできません。

従業員から休業の申出があった場合は、体調や周囲のサポート状況等を
ヒヤリングしていただき、どのような制度を希望されているのか確
認の上、事業所としての対応をすることが求められているかと
考えます。詳しくは、解説動画もご覧いただければと存じます。

＝介護休業関連の改正＝

今回は、臨時増刊号として、育児介護休業法や雇用保険法の大幅な改正に向け、事業所として実施すべき対応を解説
します。従業員から育児休業や介護休業の申出があった場合に対応できるよう、しっかりと準備をしておきましょう。

改正の概要は、男女ともに、育児と仕事、介護と仕事を両立できるようにするために、
事業主は、従業員を支援するための環境整備の強化と従業員に寄り添った対応が求められるようになりました。

2025年4月

雇用保険から、新たな２つの給付金（出生後休業支援給付金・育児時短就業給付）が創設

１歳を超える育児休業給付金の延長要件が厳格化

子の看護休暇の見直し

残業免除を請求できる従業員の範囲が、小学校就学前の子を養育する従業員まで拡大

育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業が300人超の企業まで拡大

育児のためのテレワーク導入（努力義務）

2025年10月
柔軟な働き方を実現するための措置等

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

2025年4月

介護休暇を取得できる従業員の拡大

介護離職防止のための雇用環境の整備

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護のためのテレワーク導入（努力義務）

①事業所としての措置内容を決定
②育児介護休業規程の作成・修正
③労使協定の締結・修正
④個別の周知が必要な対象者の

 リストアップ
⑤関係者への説明や対応

❷

❺

確認した後
の対応は
どのように
なりますか。

❹

下記の内容が考えられます。

❻
育児や介護を理由に離職されている従業員の対応等にお困りの事業所もあるかと存じますので、
社会保険労務士法人日本経営では育児介護休業法改正パッケージの販売もしております。よろしければご検討ください
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